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Ⅰ 自殺対策に関する取組一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 実施内容 担当課

群馬県自殺対策推進センター
運営

こころの健康センター内に群馬県自殺対策推進センター業務に従事する専任職員を配置
し、地域のネットワークづくりや支援体制整備を中心に自殺対策の推進を図るとともに、
市町村等地域レベルの取り組みを支援します。

障害政策課
こころの健康センター

地域自殺対策連絡会議
地域における自殺対策の推進にあたり、行政(保健や福祉）や医療等の関係機関、団体等
が相互に連携し、情報交換、情報の共有化を図り総合的かつ効果的な自殺対策を推進する
ために連絡会議を開催します。

保健福祉事務所

ゲートキーパー講師養成研修 市町村等を主体としたゲートキーパー養成研修を促進するため、支援を行います。 こころの健康センター

市町村が実施する自殺対策事
業への支援

地域自殺対策強化交付金を活用し、市町村が独自に行う自殺対策を支援します。 障害政策課

群馬県自殺対策連絡協議会
県における自殺対策に関し、行政や関係機関、団体が連携し、総合的な自殺対策を推進す
るために協議会を開催します。

障害政策課

群馬県自殺対策庁内連絡会議
自殺対策を全庁的に推進するため、庁内の関係課を構成員とする会議により、情報共有や
施策の検討を行います。

障害政策課

地域自殺対策連絡会議【再
掲】

地域における自殺対策の推進にあたり、行政(保健や福祉）や医療等の関係機関、団体等
が相互に連携し、情報交換、情報の共有化を図り総合的かつ効果的な自殺対策を推進する
ために連絡会議を開催します。

保健福祉事務所

自殺初期危機介入スキル研修
地域保健、医療、教育分野で相談業務に従事する職員のために、自殺の危機にある人を発
見し、信頼関係を結び、自殺の危険性を把握し、適切な専門家に繋げる一連の行動を学ぶ
研修を実施します。

こころの健康センター

群馬県版ゲートキーパー手帳
及び指導用テキストの作成

ゲートキーパー養成研修を開催するための冊子（群馬県版ゲートキーパー手帳）や指導用
テキストを作成します。

こころの健康センター

ゲートキーパーリーフレット
の作成

ゲートキーパー養成のための簡易的なテキスト（リーフレット）を作成します。 こころの健康センター

基本施策３　自殺対策を支える人材の育成

群馬県版ゲートキーパー手帳
活用研修

市町村を越えた広域的な団体や自殺予防等に自主的に取り組む民間団体など地域の求めに
応じて、群馬県版ゲートキーパー手帳を用いて出前講座として研修を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

民間団体が開催する研修の支
援

民間団体が開催するうつ病対応研修、ゲートキーパー養成研修等を支援します。
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

ア　ゲートキーパーの養成

ゲートキーパー養成研修
自殺について正しく理解し、身近にいる悩みや困りごとを抱えている人に「気づき」「声
をかけ聴く」専門機関に「つなぐ」、そして「見守る」事ができる人を養成するための研
修を実施します。

総務事務管理課
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

エ　県と市町村による連携強化のための会議の実施

市町村との連携強化のための
会議【再掲】

保健福祉事務所単位でのワーキングにより、管内市町村との情報共有や施策の検討を行い
ます。

こころの健康センター
保健福祉事務所

オ　市町村が実施する自殺対策事業への支援

基本施策１　市町村への支援の強化

ア　群馬県自殺対策推進センターの運営

イ　地域自殺対策連絡会議の実施

ウ　県と市町村による連携強化のための会議の実施

ア　群馬県自殺対策連絡協議会の実施

イ　群馬県自殺対策庁内連絡会議の実施

ウ　地域自殺対策連絡会議の実施

基本施策２　地域におけるネットワークの強化

市町村との連携強化のための
会議

保健福祉事務所単位でのワーキングにより、管内市町村との情報共有や施策の検討を行い
ます。

こころの健康センター
保健福祉事務所

エ　ゲートキーパー養成研修開催支援
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事業名 実施内容 担当課

ゲートキーパー講師養成研修
【再掲】

市町村等でゲートキーパー養成を促進するため、保健師等を対象に指導者研修を行いま
す。

こころの健康センター

地域保健スタッフに対する研
修

市町村職員や福祉関係者等に対し、精神保健福祉初任者研修やこころの健康づくり等の研
修を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

自殺予防講演会
自殺予防啓発活動の推進及び充実を図るため、市町村や保健福祉事務所の担当者等自殺対
策に関わる多くの人材に対し、講演会を開催し知識を普及します。

こころの健康センター

自殺対策担当者研修会
自殺対策を行う市町村や保健福祉事務所の担当者に対して取り組みや課題等を共有するた
めの研修を実施します。

こころの健康センター

かかりつけ医に対する研修 かかりつけ医うつ病対応力向上研修会、アルコール対応力向上研修会等を開催します。 こころの健康センター

看護大学等に在籍する学生へ
のゲートキーパー研修

看護大学や看護師養成学校に在籍する生徒を対象にゲートキーパー養成研修を実施しま
す。

保健福祉事務所

学校指導者へのＤＶ防止啓発
講師派遣

ＤＶに対する正しい知識と理解を深め、学校教育の場へのＤＶ教育導入を促進し、ＤＶ被
害による自殺防止を図るため、学校指導者に対し研修を実施します。

生活こども課

生徒指導対策協議会
県内全公立中学校、高等学校、特別支援学校等の生徒指導主事等に対して、自殺予防教育
の研修を行います。

義務教育課
高校教育課

特別支援教育課

携帯インターネット問題講習
会

携帯インターネット問題講習会を自校で行えるように、全小中学校の生徒指導主事・主任
を対象に指導者講習会を実施します。

義務教育課

相談者養成事業 教職員を対象に自殺対策に係る専門家による講演会を実施し、資質向上を図ります。
高校教育課

特別支援教育課

養護教諭研修会
養護教諭の資質向上と学校保健の充実を図るため、心身の健康問題に対する観察力・指導
力・連携力等の向上に関する研修を開催します。

健康体育課

薬物乱用防止教育及び性・エ
イズ教育に関する指導者研修
会

教職員を対象に実践的な指導法や指導に有効な資料等の活用方法に関する研修会を開催
し、指導の充実を図ります。

健康体育課

教職員に対する研修講座およ
び研修支援

講義・演習等において、心の病への理解に向けた研修を推進します。 総合教育センター

生徒指導・教育相談にかかわ
る講座及び研修支援

生徒指導・教育相談にかかわる研修を推進するとともに、学校からの要請を受けて研修支
援を行います。

総合教育センター

教育相談研修 幼児児童生徒の心の悩みの早期発見、対応についての研修を実施します。 総合教育センター

幼稚園等新規採用教員研修
幼稚園等新規採用教員を対象として、乳幼児を中心とした児童虐待の現状や課題と幼稚園
等教員として求められる役割についての講義を実施します。

総合教育センター

ICT活用指導力向上研修講座
の実施

GIGAスクール構想や情報技術の発展など、現代の社会状況や社会背景を踏まえた情報モラ
ルに関する講義を実施します。

総合教育センター

ゲートキーパー養成研修講座
自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに気付
き、適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」としての資質・能力の向上を図り
ます。

総合教育センター

多重債務に関係する職員への
研修

消費生活相談技術向上研修会を開催します。 消費生活課

子育て支援員研修
子ども・子育て支援法に基づき実施される小規模保育、家庭的保育、一時預かり、利用者
支援事業、地域子育て支援拠点事業に従事する子育て支援員の資質向上のための研修を実
施します。

私学・子育て支援課

県・市町村青少年相談担当職
員研修会

困難を抱える子ども・若者への支援を効果的に実施するため、青少年相談関係者を対象に
研修を実施します。

児童福祉・青少年課

生活困窮者自立支援制度従事
者養成研修

生活困窮者に対し、包括的かつ継続的な支援が適切に行えるよう、市町村を含む生活困窮
者自立支援制度の従事者を養成するための研修を実施します。

健康福祉課

精神保健福祉に関する技術指
導（講師派遣）

関係機関や各種団体からの精神疾患やその対応、メンタルへルス向上に関する研修依頼に
応じ、講師を派遣します。

こころの健康センター

依存症地域生活支援者研修
依存症の早期発見、早期治療を目的として、民生委員等地域の支援者を対象に研修を実施
します。

こころの健康センター

ひきこもり支援関係職員研修
ひきこもり支援を担当する市町村や関係機関の従事者等に対し、支援に必要な知識及び技
術の向上を目的として研修を実施します。

こころの健康センター

オ　教職員に対する研修

カ　自殺の社会的要因に対応する職員等に対する研修

虐待予防・虐待防止のための
子育て支援人材育成

児童相談にかかわる県・市町村等職員への研修を実施し、職員の資質を高めます。また、
子育て講座の全県的普及を図り、虐待予防に向けた家庭の子育て力の向上を図ります。

児童福祉・青少年課
児童相談所

イ　ゲートキーパー養成研修開催支援

ウ　地域保健・福祉関係者に対する研修

エ　かかりつけ医・医療関係者に対する研修

医療系実習生への自殺対策教
育

こころの健康センターや保健福祉事務所が受け入れる医学生や保健師学生、看護学生等を
対象に自殺対策についての教育やゲートキーパー養成研修を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所
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事業名 実施内容 担当課

自殺の社会的要因（多重債
務、失業、倒産等）に関係す
る職員への啓発

商工会議所・商工会等の職員に対し、自殺予防に関する研修会等の情報提供などを行いま
す。

産業政策課

群馬県デジタル窓口「悩み相
談窓口」における各種相談窓
口の周知

群馬県LINE公式アカウント「群馬県デジタル窓口」のメニュー「悩み相談窓口」におい
て、生活上の様々な悩みやトラブル、不安な気持ちを抱えた方が、いつでも気軽に適切な
相談先につながれるよう、自治体や民間団体が開設する各種相談窓口を案内します。

障害政策課

啓発リーフレット「ひとりの
命大切ないのち」による相談
機関紹介

自殺対策に関するリーフレットで県内の相談機関一覧を掲載し周知を図ります。 こころの健康センター

上毛新聞こころのＱ＆Ａ掲載 自殺や自殺関連事象等についての理解と正しい対応について掲載します。 こころの健康センター

依存症の普及啓発事業
依存症に関する県民セミナー等を開催し、正しい知識の普及を図ります。リーフレットな
どを作成及び配布し、依存症相談拠点として、相談窓口であることを周知します。

こころの健康センター

ひきこもりの普及啓発事業
県民にひきこもりを理解してもらうための講演会を開催するとともに、リーフレットを作
成、配布します。また、新聞・ラジオ等を通して相談窓口の周知を図ります。

こころの健康センター

自殺対策ホームページ「いの
ち・つなぐサポートサイト」
による広報

自殺対策ホームページ「いのち・つなぐサポートサイト」の更新・維持管理を行い、自殺
対策に関する相談窓口等の情報について周知します。

こころの健康センター

こころの健康センターホーム
ページの維持管理

こころの健康センターホームページ内で自殺や自殺関連事象等に関する正しい知識や取り
組みを紹介します。

こころの健康センター

自殺予防のための専用電話の
運営

「こころの健康相談統一ダイヤル」を運営し、自殺に傾く人やその家族の相談に対応しま
す。

こころの健康センター

自殺対策SNS相談「こころのオ
ンライン相談＠ぐんま」

身近なコミュニケーションツールとなっているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用し、様々な不安や悩みに対する相
談を受け付け、問題が深刻化する前に適切な相談窓口の紹介や具体的な対応方法についての助
言を行うことで、自殺の背景となる要因の早期解消を図ります。

こころの健康センター

精神保健相談
・面接、電話等により、こころの健康相談を実施します。
・こころの健康センターにおいては、こころの健康に関する相談専用ダイヤルを設置する
とともに、依存症、思春期等の専門相談を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

メールによる精神保健相談 メールにより、こころの健康相談に応じ、適切な機関を案内します。 こころの健康センター

自死遺族交流会の開催 自死遺族等の分かち合いを図るための交流会を開催します。 こころの健康センター

自死遺族のための相談 自死遺族等のための相談を実施します。 こころの健康センター

自死遺族等向けパンフレット
自死遺族等が必要とする各種相談窓口や支援制度に関するパンフレットを作成し、配布し
ます。

こころの健康センター

問題行動対策チーム
自殺事案が発生した場合、各教育事務所からスクールカウンセラー、スーパーバイザーの
派遣や、教育委員会から指導主事等の派遣を行います。

義務教育課
高校教育課

特別支援教育課

薬物相談窓口担当者研修
（依存症回復支援者研修）

薬物問題に係る行政、司法、医療、援助の各機関職員が一堂に会し、情報共有を図ると共
に、薬物問題についての研修を通じて県全体での対応能力の強化を図ります。

薬務課
こころの健康センター

ア　自殺予防月間（９月）／自殺対策強化月間（３月）での普及啓発の実施

自殺予防月間（９月）、自殺
対策強化月間（３月）

期間内に、自殺対策リーフレットのHP掲載、ポスターの掲示、講演会、キャンペーン、相
談会、自殺予防動画の配信、新聞やＦＭでの広報等を集中的に実施します。

メディアプロモーション課
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

イ　自殺予防やうつ病等に関する普及啓発

ウ　自殺対策ホームページ等管理

基本施策５　生きることの促進要因への支援

ア　相談体制の充実

イ　遺された人への支援

相談体制の周知
相談機関ガイドブックを更新し周知を図ります。また、自殺対策ホームページ「いのち・
つなぐサポートサイト」等に各相談窓口を掲載します。

障害政策課
こころの健康センター

普及啓発事業
こころの県民講座、自殺予防講演会を開催するほか、自殺や自殺関連事象等に関するリー
フレット「ひとりの命大切ないのち」を作成しHPで公開します。また、自殺予防に関する
動画を配信します。

メディアプロモーション課
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

基本施策４　県民への啓発と周知
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事業名 実施内容 担当課

子どもの居場所の充実
子どもの居場所づくりを支援するため、子ども食堂等の子どもの居場所を立ち上げる際の
経費等を対象とした民間団体への補助を行います。

私学・子育て支援課

社会的養護自立支援事業

里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳（措置延長の
場合は20歳）到達により措置解除された者のうち、自立のために支援を継続して行うこと
が適当な場合について、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じ
て引き続き必要な支援を実施し、将来の自立に結びつけます。

児童福祉・青少年課

介護予防対策推進
通いの場等における介護予防推進体制を構築するため、市町村への支援や研修、普及啓発
等を行う。

健康長寿社会づくり推進課

群馬県長寿社会づくり財団運
営

高齢者の社会参加、生きがいと健康づくりを推進するために、公益財団法人群馬県長寿社
会づくり財団が実施する事業等に対して補助します。

介護高齢課

高齢者の生きがいと健康づく
り支援

高齢者の生きがいや健康づくりを担う単位老人クラブ及び市町村老人クラブ連合会の自主
活動の促進と健全な育成を図るため、市町村が交付する助成額に対して補助します。

介護高齢課

「ぐんまちょい得シニアパス
ポート事業」推進

高齢者の積極的な外出を促し、地域とのつながりの強化や健康維持を図るため、65歳以上
の高齢者を対象に、協賛店で優待サービスを実施します。

介護高齢課

群馬県ひきこもり支援のため
の広域的居場所づくり事業

居住する市町村に限らず、ひきこもり状態にある方が社会と繋がるために利用できる居場
所を設置します。

こころの健康センター

青少年自立・再学習支援事業

○G-SKY Plan
不登校等、様々な悩みを抱える青少年及びそれらの保護者等を対象に、相談活動や様々な
体験活動を通じての自立を支援します。併せて、再学習のための各種情報を収集・提供し
ます。
○地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業
高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けるための学習相談及び学習支
援を行います。

生涯学習課

学校における「ＳＯＳの出し方教
育」推進

「ＳＯＳの出し方教育プログラム」の普及とともに、ＳＯＳの受け止め体制の整備・充実を図ります。
義務教育課

特別支援教育課

高校生対象「こころの教育事
業」

スクールカウンセラーを講師として、援助希求能力や危機的な状況におけるストレスの対処法、ＳＯ
Ｓの出し方、受け止め方等を身に付けさせるため、ストレスマネジメント講演会や、互いに支え合える
人間関係構築に係る体験活動を全ての県立高校等で実施します。

高校教育課

県立学校等における自殺予防
教育の一層の充実に向けた検
討委員会

医師や臨床心理士等の有識者や学校現場の管理職等を委員とした検討委員会を設置し、県教育
委員会が作成した「自殺の危険が高まった生徒への危機介入マニュアル」の有効活用を含む自殺
予防教育の一層の充実について議論します。議論された内容を施策に反映し、自殺予防教育の一
層の充実を図ります。

高校教育課
特別支援教育課

自殺対策SNS相談「こころのオ
ンライン相談＠ぐんま」【再掲】

身近なコミュニケーションツールとなっているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用し、様々な不安や悩みに対する相
談を受け付け、問題が深刻化する前に適切な相談窓口の紹介や具体的な対応方法についての助
言を行うことで、自殺の背景となる要因の早期解消を図ります。

こころの健康センター

ぐんま高校生オンライン相談
専門業者に委託して、週末や長期休業明け前後の期間に、高校生等を対象にＳＮＳを活用した相
談を実施します。

義務教育課
高校教育課

特別支援教育課

デートＤＶ防止啓発講座の実施
交際相手等からの暴力等による自殺防止を図るため、中学・高校・大学等へＤＶ防止啓発講座を
実施します。

生活こども課

思春期保健対策事業
妊娠・出産・妊孕性を含めた生涯を通じた健康や性についての正しい知識を思春期世代に普及啓
発します。また、各種相談窓口の周知等を行います。

児童福祉・青少年課

動物ふれあい推進事業
動物の生態を説明し、実際に小動物とふれあう機会を与え、命の大切さを伝える動物ふれあい教
室を開催します。また、獣医師による学校飼育動物の適正飼養の指導により、命あるものへの思い
やりの心などを育みます。（小学生対象）

食品・生活衛生課

子どもの心のケアネットワーク事
業

心の問題を抱えた子どもに対して、学校等の身近な場所で、医療・教育・保健福祉関係者が連携し
適切な対応をとれる体制を整え、子どもの自殺予防につなげます。

児童福祉・青少年課

児童生徒の心のケアシステム
推進

いじめや不登校などの未然防止、早期発見・早期対応のためスクールカウンセラーを配置し、児童
生徒・保護者・教職員への支援を行い、学校における教育相談の充実を図ります。

義務教育課

児童生徒の心のケアシステム
推進

県立高等学校、中等教育学校全校に臨床心理士等のスクールカウンセラーを配置し、生徒、保護
者へのカウンセリング及び教職員への助言等を行います。また、緊急時などには、スーパーバイザー
を派遣し学校を支援します。)

高校教育課

児童生徒の心のケアシステム
推進

児童生徒、保護者へのカウンセリングや教職員への助言のため、スクールカウンセラースーパーバ
イザーを県立特別支援学校へ派遣します。

特別支援教育課

学びと家庭のサポート事業
いじめや不登校、ヤングケアラー、児童虐待等の諸課題に対応するために、社会福祉等の専門的
な知識・技能を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャ
ルワーカーを配置し、学校の教育相談体制の充実を図ります。

義務教育課

重点施策１　ライフサイクル等に沿った支援
（１）若者の自殺対策の推進
ア ＳＯＳの出し方に関する教育等の推進

イ ＳＮＳを利用した相談

ウ 児童・生徒に対する心の教育

エ 学校における相談体制や専門家チームによる支援の充実

ウ　居場所づくり
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事業名 実施内容 担当課

小中高サポート事業

幼児児童生徒が抱える諸課題について、学校園に特別支援教育専門相談員又は特別支援学校
の専門アドバイザーを派遣し、学校の指導・支援体制の構築等に係る助言等を行います。より専門
的な支援が必要なケースについて、外部専門家派遣や専門家チーム派遣により、相談支援等を行
います。

特別支援教育課

児童生徒の問題行動・不登校
等生徒指導上の諸課題に関す
る調査

文部科学省からの依頼のもと、各市町村の小中学校、公立高等学校、公立特別支援学校に、問
題行動や不登校等について調査を行います。

義務教育課
高校教育課

特別支援教育課

「おぜのかみさま」県民運動の
推進

インターネットに起因するトラブルや事件から青少年を守るために、セーフネット標語「おぜのかみさ
ま」の普及・啓発活動を推進します。

児童福祉・青少年課

携帯インターネット問題講習会
【再掲】

携帯インターネット問題講習会を自校で行えるように、全小中学校の生徒指導主事・主任を対象に
指導者講習会を実施します。

義務教育課

「学校非公式サイト等調査・監
視」事業

メール、インターネット及びＳＮＳ等の使用に係る生徒間のトラブル、安易な個人情報の流布、いわゆ
る「ネット上のいじめ」等への対応に係り、専門業者に検索・監視・削除などを依頼し、学校の対応を
支援するとともに、適切なインターネット利用に向けた生徒・保護者への啓発を行います。

高校教育課

情報モラル講習会
県警子供・女性安全対策課と連携し、義務教育課及び高校教育課で実施学校を募り、県警察職
員が学校に出向いて講習を行います。

義務教育課
高校教育課

ICT活用指導力向上研修講座
の実施【再掲】

GIGAスクール構想や情報技術の発展など、現代の社会状況や社会背景を踏まえた情報モラルに
関する講義を実施します。

総合教育センター

インターネット上の自殺関連情
報対策の推進

　自殺サイト等の有害情報について、プロバイダ等に削除するよう要請を行います。また、インター
ネット・ホットラインセンターへの通報について周知を図ります。

警察本部サイバーセンター

学校指導者へのＤＶ防止啓発
講師派遣【再掲】

ＤＶに対する正しい知識と理解を深め、学校教育の場へのＤＶ教育導入を促進し、ＤＶ被害による
自殺防止を図るため、学校指導者に対し研修を実施します。

生活こども課

県・市町村青少年相談担当職
員研修会【再掲】

困難を抱える子ども・若者への支援を効果的に実施するため、青少年相談関係者を対象に研修を
実施します。

児童福祉・青少年課

生徒指導対策協議会【再掲】
県内全公立中学校、高等学校、特別支援学校等の生徒指導主事等に対して、自殺予防教育の
研修を行います。

義務教育課
高校教育課

特別支援教育課

相談者養成事業【再掲】 教職員を対象に自殺対策に係る専門家による講演会を実施し、資質向上を図ります。
高校教育課

特別支援教育課

健康教育実践講座【再掲】
養護教諭の資質向上と学校保健の充実を図るため、心身の健康問題に対する観察力・指導力・連
携力等の向上に関する研修を開催します。

健康体育課

薬物乱用防止教育及び性・エイ
ズ教育に関する指導者研修会
【再掲】

教職員を対象に実践的な指導法や指導に有効な資料等の活用方法に関する研修会を開催し、指
導の充実を図ります。

健康体育課

教職員に対する研修講座およ
び研修支援【再掲】

講義・演習等において、心の病への理解に向けた研修を推進します。 総合教育センター

生徒指導・教育相談にかかわる
講座及び研修支援【再掲】

生徒指導・教育相談にかかわる研修を推進するとともに、学校からの要請を受けて研修支援を行い
ます。

総合教育センター

教育相談研修【再掲】 幼児児童生徒の心の悩みの早期発見、対応についての研修を実施します。 総合教育センター

幼稚園等新規採用教員研修
【再掲】

幼稚園等新規採用教員を対象として、乳幼児を中心とした児童虐待の現状や課題と幼稚園等教
員として求められる役割についての講義を実施します。

総合教育センター

ゲートキーパー養成研修講座
【再掲】

自殺の危険性が高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険を示すサインに気付き、適
切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」としての資質・能力の向上を図ります。

総合教育センター

電話相談「こどもホットライン２
４」

中央児童相談所において２４時間・年中無休で電話での相談や子育て支援情報の案内を行いま
す。

児童福祉・青少年課

子ども教育・子育て相談の実施

・教育や子育てに関する相談を実施します。
・来所相談　月曜日から金曜日の９時から17時、第2・第4土曜日の９時から15時
・電話相談
　「24時間子供SOSダイヤル」　　24時間対応
  「子ども教育・子育て相談」     月曜日から金曜日の９時から17時
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第2・第4土曜日の９時から15時
・子ども教育・子育て相談カードを配布し、相談窓口の周知を図ります。

総合教育センター

高校中退者等訪問支援事業
高校中退者や中学校卒業時進路未決定者が、希望する新たな進路につながるように、アウトリーチ
型の支援を行います。

児童福祉・青少年課

子どもの居場所の充実【再
掲】

子どもの居場所づくりを支援するため、子ども食堂等の子どもの居場所を立ち上げる際の
経費等を対象とした民間団体への補助を行います。

私学・子育て支援課

社会的養護自立支援事業【再
掲】

里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳（措置延長の場合
は20歳）到達により措置解除された者のうち、自立のために支援を継続して行うことが適当な場合
について、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支
援を実施し、将来の自立に結びつけます。

児童福祉・青少年課

カ インターネット・ＳＮＳの正しい利用に関する教育等

キ 教職員等に対する研修

ク 子育て・教育等に関する相談

ケ 子ども・若者の居場所の充実

オ いじめを苦にした子どもの自殺予防

いじめ問題対策推進 県内全ての学校において、児童生徒による主体的ないじめ防止活動を推進します。
義務教育課
高校教育課

特別支援教育課
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事業名 実施内容 担当課

ひきこもり支援センターの運営

ひきこもりの一次的な相談窓口として相談専用電話を設置しています。当事者や家族からの電話相
談・来所（面談）相談に応じ、状況をアセスメントして保健、医療、福祉、教育、雇用分野等の適切
な機関へのつなぎを行います。併せて、ひきこもりの早期対応や長期化に陥らないよう、各機関との
連携強化を図ります。

こころの健康センター

ひきこもりの家族教室
ひきこもり状態にある方の家族を対象に、ひきこもりに関する知識や情報、本人への関わり方を学ん
でもらうとともに、家族の情報交換の場として家族教室を実施します。

こころの健康センター

群馬県ひきこもり支援のための
広域的居場所づくり事業【再掲】

居住する市町村に限らず、ひきこもり状態にある方が社会と繋がるために利用できる居場所を設置
します。

こころの健康センター

群馬県若者就職支援センター
（ジョブカフェぐんま）運営

若者に対してカウンセリングから職業紹介、就職後のフォローアップまで一貫した支援を実施しま
す。

労働政策課

群馬県若者自立支援事業
地域若者サポートステーションにおいて、ニート等の若者やその家族に対して、職業的自立を図る
支援を実施します。

労働政策課

青少年自立・再学習支援事業
【再掲】

○G-SKY Plan
不登校等、様々な悩みを抱える青少年及びそれらの保護者等を対象に、相談活動や様々な体験
活動を通じての自立を支援します。併せて、再学習のための各種情報を収集・提供します。
○地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業
高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けるための学習相談及び学習支援を
行います。

生涯学習課

子ども・若者支援協議会の運営
社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者に対し、県・国の関係機関が連携し、情報共
有するネットワークを運営します。

児童福祉・青少年課

ぐんま男女共同参画センター相
談業務

女性が生活の中で抱える不安や悩みについて、専門の相談員が電話相談を中心に対応します。 生活こども課

ぐんま男女共同参画センター相
談業務（寄り添い支援）

働くことや収入に関する不安、こころやからだの不調、家族のことやＤＶの不安など女性の様々な悩
みやつらさに寄り添い支えるため、民間団体と連携し、相談員が電話、メール、ＳＮＳ等により対応し
ます。

生活こども課

ぐんま女性の健康・妊娠SOS相
談センター事業

思春期から更年期にわたる女性特有の心身の健康に関する相談支援やサポート支援を(公社)群
馬県助産師会に委託して行います。

児童福祉・青少年課

自殺対策SNS相談「こころのオ
ンライン相談＠ぐんま」【再掲】

身近なコミュニケーションツールとなっているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用し、様々な不安や悩みに対する相
談を受け付け、問題が深刻化する前に適切な相談窓口の紹介や具体的な対応方法についての助
言を行うことで、自殺の背景となる要因の早期解消を図ります。

こころの健康センター

妊産婦支援事業
県内統一の連絡票を活用し、医療機関と市町村等が連携を図りながら、心身の不調や家庭環境
等の問題等を抱える妊産婦を早期に継続的な支援へとつなげる体制整備を行います。

児童福祉・青少年課

出産・子育て応援交付金
妊産婦が安心して出産・子育てができるよう、市町村が実施する面談や情報発信を行う「伴走型相
談支援」及び「出産・子育て応援給付金（ギフト）」の支給に対し補助金を交付します。

児童福祉・青少年課

性暴力被害者支援
群馬県性暴力被害者サポートセンターを運営し、性暴力被害者からの相談を受け付け、必
要に応じて公的医療支援や法律相談・カウンセリング等の支援をワンストップで提供しま
す。

生活こども課

女性保護事業推進
女性相談支援センターを運営し、ＤＶをはじめとした女性からの相談に対応するほか、必
要に応じて保護を行います。

女性相談支援センター

母子家庭等の相談
ひとり親家庭の母、父または寡婦に対する生活一般についての相談支援、職業能力の向上及び求
職活動等就業についての相談支援、経済的自立に必要な相談支援を行います。

保健福祉事務所

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター

ひとり親家庭の保護者等の就業による自立を促進するため、就業相談員による就業相談、求人情
報の提供、職業紹介、講習会等一貫した就業支援サービスを実施します。また、養育費確保のた
めの相談を行います。

児童福祉・青少年課

自殺企図者相談支援事業
警察署は、認知した自殺企図者に対して相談機関を積極的に教示するとともに、関係行政機関に
情報提供を行い、関係行政機関は再企図を防ぐため相談支援を行います。

警察本部生活安全企画課
こころの健康センター

個別ケースへの対応 地元警察、消防、市町村等との連携のもと、個別に発生したケースへの対応を行います。
こころの健康センター

保健福祉事務所

ぐんま男女共同参画センター
相談業務（男性相談）

男性が生活の中で抱える不安や悩みについて、専門の相談員が電話相談で対応します。 生活こども課

多重債務者に対する相談会 多重債務者無料相談会を開催します。
消費生活課

こころの健康センター
保健福祉事務所

生活困窮者自立支援
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方からの相談に応じ、
自立を促進するために必要な支援を行います。

健康福祉課

生活保護制度
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮される方に対し、困窮の程度に応じて必要な保
護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長します。

健康福祉課

エ 母子家庭等への支援

オ 自殺未遂者・企図者への支援

（３）中高年男性の自殺対策の推進
ア 相談環境の整備

ア　相談環境の整備

イ　妊産婦への支援

ウ　DV・性暴力被害者支援

コ 子ども・若者対策の推進

（２）女性の自殺対策の推進
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事業名 実施内容 担当課

生活福祉資金貸付制度
生活に不安を抱えた低所得者、障害者及び高齢者世帯の方々の経済的自立を図るため、資金の
貸付けと相談支援を行います。

健康福祉課

ゲートキーパー養成研修【再
掲】

自殺について正しく理解し、身近にいる悩みや困りごとを抱えている人に「気づき」「声をかけ聴く」専
門機関に「つなぐ」、そして「見守る」事ができる人を養成するための研修を実施します。

総務事務管理課
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

県民労働相談センター運営
労働条件、解雇、職場の人間関係、その他あらゆる労働問題について、専門知識を有した労働相
談員による相談を実施し、不安を抱えた労働者及び使用者に対する支援を実施します。

労働政策課

働く人のメンタルヘルス相談
産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談を月２回実施し、メンタル面に不安を抱えた労働者に対
する支援を強化します。

労働政策課

イクボス養成塾
経営者等の意識改革や機運醸成を図るため、ワーク・ライフ・バランスの必要性や職場での実践方
法、優良な取組事例等に関するセミナーを開催します。

労働政策課

企業内推進リーダー研修
中小企業・小規模事業者が「働き方改革」を推進できるように企業の人事労務担当者や経営者に
対する研修を実施します。

労働政策課

働き方改革アドバイザー研修
社会保険労務士や中小企業診断士等を対象に研修会を行い、修了者を「働き方改革アドバイ
ザー」に認定し、個々の企業における働きやすい職場環境づくりを後押しします。

労働政策課

いきいきＧカンパニー認証制度
育児・介護と仕事の両立促進や職場における女性の活躍推進、従業員の家庭教育等ワーク・ライ
フ・バランスの実現に取り組む企業を認証し、働きやすい職場環境づくりを後押しします。

労働政策課

経営者に対する相談体制の充
実

・中小企業経営者の経営改善を図るため、商工団体が実施する巡回及び窓口の指導を支援しま
す。
・倒産の未然防止及び再建円滑化を図るため、商工会議所又は県商工会連合会が実施する相談
及び指導を支援します。
･企業サポートガイドに、「メンタルヘルス対策」等の事業について掲載します。

産業政策課

自殺の社会的要因（多重債
務、失業、倒産等）に関係する
職員への啓発

商工会議所・商工会等の職員に対し、自殺予防に関する研修会等の情報提供などを行います。 産業政策課

（公財）群馬県産業支援機構
経営総合相談窓口

経営や金融、海外展開、経営改善等の課題に対して、幅広い知識と経験を有するマネージャーが
アドバイスを行います。

地域企業支援課

中小企業の再生支援（群馬県
中小企業活性化協議会）

様々な経営上の問題点を抱えている中小企業に対して、中小企業の再建に関する知識と経験を
有する専門家による相談、助言、再生計画策定の支援など、きめ細やかな再生支援を行います。

地域企業支援課

群馬県シニア就業支援セン
ター事業

中高年齢者等を対象とした就職支援や、多様な就業ニーズに応じた情報提供を行います。 労働政策課

認知症相談窓口設置
認知症の人やその家族に対して認知症の知識や対応方法についての疑問解消、精神的負担の軽
減を図るため、相談窓口を設置します（委託）。

健康長寿社会づくり推進課

地域見守り支援事業
ライフライン関係事業者のほか、県域で活動する民間事業者・団体と協定を締結し、地域住民の異
変に気づいた場合、市町村等へ連絡する見守り活動に取り組みます。

健康福祉課

ふれあい・いきいきサロンの推進
高齢者を含む地域住民の居場所づくりを行うサロン活動の推進を図るため、県社会福祉協議会へ
補助金を交付します。

健康福祉課

群馬県長寿社会づくり財団運営
【再掲】

高齢者の社会参加、生きがいと健康づくりを推進するために、公益財団法人群馬県長寿社会づくり
財団が実施する事業等に対して補助します。

介護高齢課

高齢者の生きがいと健康づくり
支援【再掲】

高齢者の生きがいや健康づくりを担う単位老人クラブ及び市町村老人クラブ連合会の自主
活動の促進と健全な育成を図るため、市町村が交付する助成額に対して補助します。

介護高齢課

「ぐんまちょい得シニアパスポー
ト事業」推進【再掲】

高齢者の積極的な外出を促し、地域とのつながりの強化や健康維持を図るため、65歳以上の高齢
者を対象に、協賛店で優待サービスを実施します。

介護高齢課

介護予防対策推進【再掲】
通いの場等における介護予防推進体制を構築するため、市町村への支援や研修、普及啓発等を
行います。

健康長寿社会づくり推進課

生活支援体制整備推進
地域における住民主体の生活支援体制の充実を図るため、市町村職員向けの研修、担い手の育
成やサービス開発等に取り組む生活支援コーディネーターを養成するための研修を実施します。

健康長寿社会づくり推進課

群馬県シニア就業支援セン
ター事業【再掲】

中高年齢者等を対象とした就職支援や、多様な就業ニーズに応じた情報提供を行います。 労働政策課

生活困窮者自立支援【再掲】
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方からの相談に応じ、
自立を促進するために必要な支援を行います。

健康福祉課

重点施策２　生活困窮者の自殺対策の推進
ア 生活困窮者への支援

ウ 介護予防対策の推進

エ 高齢者の就業支援

イ 職場環境整備の推進

ウ 経営者への支援

エ 当事者への就業支援

(４)高齢者の自殺対策の推進
ア 相談窓口の運営や在宅介護者の支援

イ　 高齢者が活躍できる社会づくり
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事業名 実施内容 担当課

生活困窮者自立支援制度従事
者養成研修【再掲】

生活困窮者に対し、包括的かつ継続的な支援が適切に行えるよう、市町村を含む生活困窮者自
立支援制度の従事者を養成するための研修を実施します。

健康福祉課

生活保護制度【再掲】
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮される方に対し、困窮の程度に応じて必要な保
護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長します。

健康福祉課

生活福祉資金貸付制度【再掲】
生活に不安を抱えた低所得者、障害者及び高齢者世帯の方々の経済的自立を図るため、資金の
貸付けと相談支援を行います。

健康福祉課

ひきこもり支援センターの運営
【再掲】

ひきこもりの一次的な相談窓口として相談専用電話を設置している。当事者や家族からの電話相
談・来所（面談）相談に応じ、状況をアセスメントして保健、医療、福祉、教育、雇用分野等の適切
な機関へのつなぎを行う。併せて、ひきこもりの早期対応や長期化に陥らないよう、各機関との連携
強化を図ります。

こころの健康センター

ひきこもりの家族教室【再掲】
ひきこもり状態にある方の家族を対象に、ひきこもりに関する知識や情報、本人への関わり方を学ん
でもらうとともに、家族の情報交換の場として家族教室を実施します。

こころの健康センター

多重債務者に対する相談会
【再掲】

多重債務者無料相談会を開催します。
消費生活課

こころの健康センター
保健福祉事務所

多重債務に関係する職員への
研修【再掲】

消費生活相談技術向上研修会を開催します。 消費生活課

群馬県若者就職支援センター
（ジョブカフェぐんま）運営【再
掲】

若者に対してカウンセリングから職業紹介、就職後のフォローアップまで一貫した支援を実施しま
す。

労働政策課

群馬県若者自立支援事業【再
掲】

地域若者サポートステーションにおいて、ニート等の若者やその家族に対して、職業的自立を図る
支援を実施します。

労働政策課

群馬県シニア就業支援セン
ター事業【再掲】

中高年齢者等を対象とした再就職相談・支援のほか、多様な就業ニーズに対応した相談や情報提
供を実施します。

労働政策課

経営者に対する相談体制の充
実【再掲】

・中小企業経営者の経営改善を図るため、商工団体が実施する巡回及び窓口の指導を支援しま
す。
・倒産の未然防止及び再建円滑化を図るため、商工会議所又は県商工会連合会が実施する相談
及び指導を支援します。
･企業サポートガイドに、「メンタルヘルス対策」等の事業について掲載します。

産業政策課

自殺の社会的要因（多重債
務、失業、倒産等）に関係する
職員への啓発【再掲】

商工会議所・商工会等の職員に対し、自殺予防に関する研修会等の情報提供などを行います。 産業政策課

（公財）群馬県産業支援機構経
営総合相談窓口【再掲】

経営や金融、海外展開、経営改善等の課題に対して、幅広い知識と経験を有するマネージャーが
アドバイスを行います。

地域企業支援課

中小企業の再生支援（群馬県
中小企業活性化協議会）【再
掲】

様々な経営上の問題点を抱えている中小企業に対して、中小企業の再建に関する知識と経験を
有する専門家による相談、助言、再生計画策定の支援など、きめ細やかな再生支援を行います。

地域企業支援課

母子家庭等の相談【再掲】
ひとり親家庭の母、父または寡婦に対する生活一般についての相談支援、職業能力の向上及び求
職活動等就業についての相談支援、経済的自立に必要な相談支援を行います。

保健福祉事務所

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター【再掲】

ひとり親家庭の保護者等の就業による自立を促進するため、就業相談員による就業相談、求人情
報の提供、職業紹介、講習会等一貫した就業支援サービスを実施します。また、養育費確保のた
めの相談を行います。

児童福祉・青少年課

働く人のメンタルヘルス相談【再
掲】

産業カウンセラーによるメンタルヘルス相談を月２回実施し、メンタル面に不安を抱えた労働者に対
する支援を強化します。

労働政策課

県民労働相談センター運営【再
掲】

労働条件、解雇、職場の人間関係、その他あらゆる労働問題について、専門知識を有した労働相
談員による相談を実施し、不安を抱えた労働者及び使用者に対する支援を実施する。

労働政策課

自殺の社会的要因（多重債
務、失業、倒産等）に関係する
職員への啓発【再掲】

商工会議所・商工会等の職員に対し、自殺予防に関する研修会等の情報提供などを行います。 産業政策課

イクボス養成塾【再掲】
経営者等の意識改革や機運醸成を図るため、ワーク・ライフ・バランスの必要性や職場での実践方
法、優良な取組事例等に関するセミナーを開催します。

労働政策課

企業内推進リーダー研修【再
掲】

中小企業・小規模事業者が「働き方改革」を推進できるように企業の人事労務担当者や経営者に
対する研修を実施します。

労働政策課

ウ 職場環境整備の推進

ウ 失業者への支援

エ 経営者への支援

オ 母子家庭等への支援

重点施策３　就業者の自殺対策の推進
ア 労働相談の実施

イ 企業関係者等への啓発

イ 多重債務者への支援

生活困窮者自立支援制度との
連携

自殺対策担当職員と生活困窮者自立支援制度担当職員による情報共有、相互の研修会の実施
等を検討します。

健康福祉課
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所
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事業名 実施内容 担当課

働き方改革アドバイザー研修
【再掲】

社会保険労務士や中小企業診断士等を対象に研修会を行い、修了者を「働き方改革アドバイ
ザー」に認定し、個々の企業における働きやすい職場環境づくりを後押しします。

労働政策課

いきいきＧカンパニー認証制度
【再掲】

育児・介護と仕事の両立促進や職場における女性の活躍推進、従業員の家庭教育等ワーク・ライ
フ・バランスの実現に取り組む企業を認証し、働きやすい職場環境づくりを後押しします。

労働政策課

群馬県PEECコース研修
救急外来や救急病棟・救命救急センターにおける研修医や看護師などの医療スタッフや、救急救
命士などの消防署職員等を対象に、精神科医のいない状況でも、精神科的症状を呈する患者に
対し標準的初期診療ができるための研修を実施します。

障害政策課
こころの健康センター

自殺企図者相談支援事業【再
掲】

警察署は、認知した自殺企図者に対して相談機関を積極的に教示するとともに、関係行政機関に
情報提供を行い、関係行政機関は再企図を防ぐため相談支援を行います。

こころの健康センター
警察本部生活安全企画課

自殺未遂者支援ネットワーク研
修会

消防、警察、救急病院、精神科病院、行政等の自殺未遂者支援に関わる関係機関の実務者を対
象にしたネットワーク構築のための研修会を開催します。

こころの健康センター

自殺危機初期介入スキル研修
【再掲】

地域保健、医療、教育分野で相談業務に従事する職員のために、自殺の危機にある人を発見し、
信頼関係を結び、自殺の危険性を把握し、適切な専門家に繋げる一連の行動を学ぶ研修を実施
します。

こころの健康センター

個別ケースへの対応【再掲】 地元警察、消防、市町村等との連携のもと、個別に発生したケースへの対応を行います。
こころの健康センター

保健福祉事務所

インターネット上の自殺予告へ
の対応

インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切な対応を図ります。
また、インターネット上における自殺予告サイトや電子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き込
み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフトの普及、プロバイダにおける自主的措置の要
請、相談者への対処方法の教示等を実施します。

警察本部サイバーセンター

自殺のおそれのある行方不明
者発見活動

従来から行っている自殺のおそれのある行方不明者に関する行方不明者発見活動を継続して実
施します。

警察本部人身安全対策課

自殺予防のための専用電話の
運営【再掲】

「こころの健康相談統一ダイヤル」を運営し、自殺に傾く人やその家族の相談に対応します。 こころの健康センター

自殺未遂者を対象とした「こころ
の健康相談統一ダイヤル」の周
知

消防、警察、救急病院等の自殺未遂者に直接支援に関わる関係機関から専用ダイヤルの案内
カードを対象に手渡しすることで、未遂者の再企図を防ぎます。

こころの健康センター

自殺未遂者やその家族等を対
象とした相談支援・情報提供

自殺企図者支援事業を実施するとともに、自治体の各種相談窓口や関連する民間団体等の連絡
先等の情報提供を行います。

こころの健康センター

メールによる精神保健福祉相
談【再掲】

メールにより、こころの健康相談に応じ、適切な機関を案内します。 こころの健康センター

自殺対策SNS相談「こころのオ
ンライン相談＠ぐんま」【再掲】

身近なコミュニケーションツールとなっているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用し、様々な不安や悩みに対する相
談を受け付け、問題が深刻化する前に適切な相談窓口の紹介や具体的な対応方法についての助
言を行うことで、自殺の背景となる要因の早期解消を図ります。

こころの健康センター

自殺未遂者相談支援事業（い
のちの相談支援事業）

警察、消防、医療機関、市町村、関係機関等が有機的に連携しするための体制を整備します。
こころの健康センター

保健福祉事務所

精神科救急業務
精神症状による自傷他害のおそれがあるため警察官から通報される方に対して、強制的な診察を
行い、必要により適切な精神科医療に繋げます。

こころの健康センター

精神科病院入院患者の退院後
支援

精神科病院に入院した方が、退院後も適切に医療、保健、福祉に繋がり安定した生活が送れるよ
う、支援会議等を通じて関係機関が連携して支援します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

がん診断後の自殺対策
がんと診断された時からの自殺防止対策について、専門支援機関と連携するとともに、医療従事者
等を対象とした研修の実施やがん相談支援センターをはじめとする各種相談窓口の周知を行いま
す。

感染症・がん疾病対策課

依存症相談
アルコール、薬物、ギャンブル等依存症について、精神科医師及び依存症相談員による面接相談
を行います。

こころの健康センター

精神保健相談【再掲】
・面接、電話等により、こころの健康相談を実施します。
・こころの健康センターにおいては、こころの健康に関する相談専用ダイヤルを設置するとともに、依
存症、思春期等の専門相談を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

薬物相談窓口事業
薬物問題で困っている本人や家族等の関係者を対象に、こころの健康センター、薬務課、中核市
保健所、県保健福祉事務所に薬物相談窓口を設置し、相談対応を行います。

薬務課
こころの健康センター

保健福祉事務所

依存症からの回復支援塾 薬物やアルコール、ギャンブル等の依存症者を対象とした再発予防プログラムを実施します。 こころの健康センター

依存症の家族教室
薬物やアルコール、ギャンブル等の依存症者の家族を対象として、家族教室において家族支援プロ
グラム（GIFT）を実施します。

薬務課
こころの健康センター

薬物相談窓口担当者研修
（依存症回復支援者研修）【再
掲】

薬物問題に係る行政、司法、医療、援助の各機関職員が一堂に会し、情報共有を図ると共
に、薬物問題についての研修を通じて県全体での対応能力の強化を図ります。

薬務課
こころの健康センター

依存症地域生活支援者研修
【再掲】

依存症の早期発見、早期治療を目的として、民生委員等地域の支援者を対象に研修を実施しま
す。

こころの健康センター

依存症の普及啓発事業【再掲】
依存症に関する県民セミナー等を開催し、正しい知識の普及を図ります。リーフレットなどを作成及
び配布し、依存症相談拠点として、相談窓口であることを周知します。

こころの健康センター

エ 様々な疾患のある方への支援

重点施策４　ハイリスク者への支援

精神保健相談【再掲】
・面接、電話等により、こころの健康相談を実施します。
・こころの健康センターにおいては、こころの健康に関する相談専用ダイヤルを設置するとともに、依
存症、思春期等の専門相談を実施します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

ウ 精神科救急業務と退院後の支援

ア 自殺未遂者・企図者への支援

イ 相談体制の充実と周知
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事業名 実施内容 担当課

薬物乱用防止啓発活動
薬物依存症や薬物乱用の危害等、薬物に対する正しい知識の普及啓発を行うため、各種運動や
薬物乱用防止講習会等を実施し、薬物問題に対する正しい認識の普及啓発を図ります。

薬務課

依存症地域支援連携会議
依存症者に対する包括的な支援を実施するため、行政、医療、福祉、司法を含めた関係機関が密
接な連携を図るとともに、地域における依存症に関する情報や課題の共有、研修計画の調整等を
行うために連携会議を開催します。

こころの健康センター

階層別研修（メンタルヘル
ス）

県新規採用職員等を対象に、メンタルヘルスの知識及び対処方法の習得に向けた研修を実
施します。また、新任係長となる県職員に対しては、職場におけるメンタルヘルスケアの
基礎知識及び監督者の役割についての研修を実施します。

自治研修センター

職員向メンタルヘルスハンド
ブック

職員がメンタルヘルスに関する基本的な知識を身につけ、自らのストレスや心の健康状態
を適切に認識し、対処するためにイントラネット（群馬県庁ポータルサイト）で周知しま
す。

総務事務管理課

ストレスチェックの実施 労働安全衛生法に基づき年1回ストレスチェックを実施しセルフケア支援を行います。 総務事務管理課

ストレスチェック結果に基づ
く職場環境改善研修

ストレスチェック集団分析結果を基にした管理監督者向け研修及び職場の環境改善の取組
を行うための支援を行います。

総務事務管理課

労働安全衛生セミナー
職場におけるメンタルヘルスケアの基礎知識と管理監督者の役割についての研修会を実施
し、管理監督者がメンタル不調者へ早期に支援を開始できるようにします。

総務事務管理課

職場巡回による健康相談
医師、保健師が定期的に各所属を巡回して個別相談を実施し、メンタル不調者への支援を
行います。

総務事務管理課

外部カウンセラーによる相談 希望する職員に対して臨床心理士等によるカウンセリングを実施します。 総務事務管理課

精神科医師による相談 希望する職員に対して精神科医師による個別相談を実施します。 総務事務管理課

長時間の時間外勤務職員への
面接指導

月80時間を超える時間外勤務を行った職員に産業医の面接指導を実施します。 総務事務管理課

職場復帰支援対策
メンタル不調により30日を超えて休養した職員が、円滑に職場復帰が行えるよう、試し出
勤等を行い、休養した職員及び所属管理監督者へ産業医から助言を行います。

総務事務管理課

職場復帰後のフォローアップ
職場復帰支援を行った職員に対して、産業医との面接を実施し助言を行うとともに、所属
管理監督者にも助言を行い再発予防を行います。

総務事務管理課

メンタルヘルス研修
新任事務局職員、ミドルリーダー（係長・教務主任）を対象にメンタルヘルス研修を実施
します。また、ストレスチェック実施後のセルフケア研修を一般教職員を対象に実施しま
す。

福利課

ストレスチェックの実施
労働安全衛生法に基づき年1回ストレスチェックを実施し、セルフケア支援と職場環境の
改善を推進します。

福利課

ストレスチェック結果活用研
修

ストレスチェック集団分析結果を基に、管理監督者・衛生管理者を対象に集団分析結果活
用研修を実施し、職場環境改善の取組を支援します。

福利課

学校における安全衛生管理者
研修会

労働安全衛生の基本的考え方や長時間労働対策・メンタルヘルス対策等における管理監督
者の役割についての研修会を実施します。

福利課

職場巡回による健康相談
保健師が定期的に教育委員会事務局等所属を巡回して個別相談を実施し、メンタルヘルス
不調者への支援を行います。

福利課

精神科医師による相談 希望する教職員・管理監督者に対して精神科医師による個別相談を実施します。 福利課

長時間の時間外勤務職員への
面接指導

月80時間を超える時間外勤務を行った教職員に産業医による面接指導を実施します。 福利課

職場復帰支援対策

・メンタル不調により30日を超えて休養した県立学校等の教職員が円滑に職場復帰できる
よう、職場復帰訓練を行います。訓練の実施や復職については、教職員精神保健審査会で
その適否を審査します。
・事務局等職員については、試し出勤等を行い、休養した職員及び所属管理監督者へ精神
科専門医、産業医から助言を行います。
・福利課保健師は、訓練等期間中及び復職後に職場や県立学校を訪問し、休養した教職員
及び所属管理監督者と面接し、円滑な職場復帰及び再発防止を支援します。

福利課

初任者研修・新規採用研修 健康管理やメンタルヘルス、ストレス対処法等について学ぶ研修講座を実施します。 総合教育センター

地域・職域連携推進会議
地域保健と職域保健の関係機関が集まる場で、地域で暮らす全ての人々の心の健康づくり
について検討・推進します。

健康長寿社会づくり推進課
保健福祉事務所

依存症地域支援連携会議【再
掲】

依存症者に対する包括的な支援を実施するため、行政、医療、福祉、司法を含めた関係機
関が密接な連携を図るとともに、地域における依存症に関する情報や課題の共有、研修計
画の調整等を行うために連携会議を開催します。

こころの健康センター

子どもの心のケアネットワー
ク事業【再掲】

心の問題を抱えた子どもに対して、学校等の身近な場所で、医療・教育・保健福祉関係者
が連携し適切な対応をとれる体制を整え、子どもの自殺予防につなげます。

児童福祉・青少年課

県民相談相互支援ネットワー
ク連絡会議

複雑多岐にわたる県民からの相談に適切に対応するために、各機関・団体で相談ネット
ワークを構築するため、会議を開催し情報を共有します。

警察本部広報広聴課

地域精神保健福祉活動
地域で暮らす精神障害者を適切な医療につなぐため、地域保健福祉活動を行います。ここ
ろの健康センターにおいては、アウトリーチ活動により保健福祉活動を支援します。

こころの健康センター
保健福祉事務所

生きる支援関連施策

ア　メンタルヘルスに関する研修等

イ　自殺対策に関する分野での関係者の連携

ウ　精神障害者への支援
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事業名 実施内容 担当課

自立支援医療費（精神通院医
療）支給

精神障害のため通院による精神医療を継続的に要する方に対して、医療費の一部を公費負
担します。

障害政策課
こころの健康センター

精神障害者保健福祉手帳交付
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、各種
サービスを受けられるように手帳を交付します。

こころの健康センター

ＤＰＡＴの整備
大規模災害等の発生時に、精神科医療機関の支援や被災者の心のケア活動を行うため、災
害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ)の体制を整備します。

障害政策課

こころの支援事業
災害や事件事故等でこころの支援が必要な状況において、支援に当たる職員等を派遣しま
す。

こころの健康センター

オ　児童虐待の防止

児童虐待対応強化
児童虐待の発生予防や再発防止等に取り組むため、各児童相談所の虐待対応係を中心に、
市町村の要保護児童対策地域協議会の運営等、地域の活動を支援し、児童虐待の発生予防
から早期発見、保護・自立支援まで、切れ目のない総合的な虐待対策の充実を図ります。

児童福祉・青少年課

医療機関における虐待対応力
強化

児童虐待に知識と経験のある医師を「児童虐待防止医療アドバイザ－」に委嘱し、児童相
談所や医療機関に対し専門的な助言等を行います。また、医療機関が重篤な被虐待児童を
発見できるように、内部の組織の充実を図るとともに、地域の関係機関とのネットワーク
化を推進します。

児童福祉・青少年課

里親委託等推進
養護が必要な児童をできるだけ家庭的な環境で養育するため、養育力向上のための施設研
修や短期預かり里親事業等を行い、里親委託の取組みを推進します。

児童福祉・青少年課

虐待予防・虐待防止のための
子育て支援人材育成【再掲】

児童相談にかかわる県・市町村等職員への研修を実施し、職員の資質を高めます。また、
子育て講座の全県的普及を図り、虐待予防に向けた家庭の子育て力の向上を図ります。

児童福祉・青少年課
児童相談所

犯罪被害者等支援 民間支援団体に犯罪被害者等の支援業務を委託するほか、広報啓発等を行います。
生活こども課
消費生活課

性的少数者支援 ＬＧＢＴ等の性的少数者に対する正しい理解と認識を広めるための啓発活動を行います。 生活こども課

包括的支援体制整備（重層的
支援体制整備事業）の推進

市町村における包括的支援体制の整備を促進し、住民の地域福祉活動への参加を促す環境
整備や関係機関が連携して地域の生活課題の解決に取り組む体制づくりを推進します。

健康福祉課

孤独・孤立対策の推進
多様な主体が参画する官民連携プラットフォームを設置し、関係機関相互の連携と協働を
促進するとともに、人と人とのつながりが実感できる地域づくりや包括的支援体制の整備
促進等を通じて、孤独・孤立対策を総合的に推進します。

健康福祉課

がん患者のための相談支援の
充実

がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センターで、がん患者からの就労を始めとする
様々な相談に対応できるよう、相談員を対象とした研修の実施やセンターの周知等による
支援を行います。

感染症・がん疾病対策課

難病患者のための相談支援の
充実

難病相談センターや保健福祉事務所での相談事業や関係者向けの研修会を実施し、難病患
者の安定した療養生活の支援を行います。

感染症・がん疾病対策課
保健福祉事務所

エイズ相談電話
ＨＩＶや性感染症等に対する相談対応、保健福祉事務所（保健所）の検査案内を実施しま
す。

感染症・がん疾病対策課
保健福祉事務所

肝炎患者等相談支援
肝疾患センターや保健福祉事務所における肝炎患者・キャリア等に対する相談支援や、県
民に対し肝炎にかかる正しい知識を普及啓発する活動を行います。

感染症・がん疾病対策課
保健福祉事務所

結核患者等支援相談 結核患者や結核接触者に対する支援や相談を実施します。
感染症・がん疾病対策課

保健福祉事務所

HPVワクチンの接種後に症状
が生じた方に対する相談窓口

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種（HPVワクチン）を受けた後に体調が悪くなっ
た方からの相談を受け付けます。

感染症・がん疾病対策課
健康体育課

インターネット上の誹謗中傷
被害者等支援

民間支援団体にインターネット上の誹謗中傷被害者等の支援業務を委託するほか、広報啓
発等を行います。

生活こども課

薬事・毒物劇物監視指導
薬局、医薬品販売業者に対して、毒薬及び劇薬の取扱について確認、指導を行います。
毒物劇物販売業者に対して、毒物及び劇物の適切な保管管理及び適正販売の指導を行い、
一般消費者による不適切な使用に繋がる流通の防止を図ります。

薬務課

農薬危害防止運動
農薬の危害防止を広く県民に広報啓発することにより、適正な管理を促し、健康被害(自
殺目的の使用等)の発生防止を図ります。

薬務課
技術支援課

インターネット上の自殺予告
への対応【再掲】

インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適切な対応を図ります。
また、インターネット上における自殺予告サイトや電子掲示板への特定個人を誹謗中傷す
る書き込み等の違法・有害情報について、フィルタリングソフトの普及、プロバイダにお
ける自主的措置の要請、相談者への対処方法の教示等を実施します。

警察本部サイバーセンター

民間団体等が実施する自殺対
策の支援

民間団体等が行う相談事業や自殺予防活動等を支援します。
障害政策課

こころの健康センター
保健福祉事務所

ク　民間団体への支援

エ　被災者に対するこころのケア

カ　幅広い分野での相談体制の充実

キ　自殺に関する危険因子への対策


